令和8年7月1日回 覧


各　　位
山北町環境課

山北町指定ごみ袋の特別措置について

　いつもお世話になっております。
　町民の皆さまには、6月1日より指定ごみ袋の購入制限にご協力いただきまして、感謝申し上げます。
　町といたしましても指定ごみ袋の安定供給に向けて取り組んでいるところですが、6月末をもって供給不足(家庭用もえるごみ45L)が懸念されています。
　つきましては、裏面のとおり、指定ごみ袋が入手できない場合の対応を期間限定で実施しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
　なお、実施内容につきましては、ホームページ、公式ラインでも同様に周知していますので、ご承知おきください。

　実施内容：家庭用もえるごみ　45L　の指定ごみ袋の代用として、市販のごみ袋　45L（透明・半透明のみ）を可能とします。
	ごみ袋に「もえるごみ」「氏名」を必ず表示してください。

　実施期間：7月1日～8月31日まで
　※期間以外は市販ごみ袋による回収を行いませんのでご注意ください。
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